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株式交換に関する事前開示書面 
（会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条に定める書面） 

 

 

東京都中央区日本橋一丁目 17番 6 号 

 株式会社岡三証券グループ 

 取締役社長 新芝 宏之 

 

当社は、2022 年 10 月 14 日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、三晃証券株式会社（以下「三晃

証券」という。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を実施いたします。本株

式交換に関する会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条に定める事前開示事項は、下記のとおりで

す。 

 

 

記 

 

 

1．株式交換契約の内容（会社法第 794 条第 1 項） 

 別紙 1 のとおりです。 

 

 

2．交換対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 193条第 1 号） 

(1) 交換対価の総数又は総額の相当性に関する事項 

  ① 本株式交換に係る割当ての内容 

 当社 

（株式交換完全親会社） 

三晃証券 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る交換比率 1 32.50 

本株式交換により交付する株式数 当社の普通株式：3,997,500株（予定） 

 

当社は、本株式交換に際して、本株式交換がその効力を生ずる時点の直前時における三晃証券の株

主名簿に記載又は記録された三晃証券の株主（但し、当社を除く。以下「本割当対象普通株主」とい

う。）に対し、三晃証券の普通株式に代わり、その所有する三晃証券の普通株式１株につき、当社の普

通株式 32.50 株の割合をもって、割当て交付いたします。当社の普通株式の交付は株式の新規発行に

より行う予定です。 

また、本株式交換に伴い、当社の普通株式 1 株に満たない端数の割当交付を受けることとなる本割

当対象普通株主に対しては、会社法第 234 条の規定に従い処理いたします。 

なお、上記の株式交換比率（以下「本株式交換比率」という。）について、算定の根拠となる諸条件

に重大な変更が生じた場合、両社協議の上、変更することがあります。 

  

  ② 本株式交換に係る割当ての内容の根拠及び理由 

当社及び三晃証券は、本株式交換の株式交換比率の公正性・妥当性を確保するため、当社及び三晃

証券から独立した第三者算定機関に株式交換比率の算定を依頼することとし、TY コンサルティング

株式会社（以下「TYC」という。）を選定いたしました。 

TYCは、当社については、当社が、株式会社東京証券取引所プライム市場（以下「東証プライム市

場」という。）及び株式会社名古屋証券取引所プレミア市場（以下「名証プレミア市場」という。）に



上場しており、市場株価が存在することから、市場株価法（諸条件を勘案し、評価基準日である 2022

年 8 月 24 日、評価基準日から遡る１週間、１ヶ月間の終値を出来高で加重平均した値）を採用して

算定を行いました。三晃証券については、三晃証券が非上場会社であり市場株価が存在しないこと及

び当社連結子会社であることに鑑み、比較可能な上場類似会社が存在することから類似会社比較法を

採用し、また、類似会社比較法においては、三晃証券は直前事業年度において営業損失を計上してお

り営業損益に減価償却費を加算した EBITDA もマイナスであることから、簿価純資産倍率法により

算定を行いました。 

当社の普通株式の１株当たり株式価値を 1 とした場合の三晃証券の普通株式の評価レンジは、以下

のとおりとなります。 

 

採用手法 

株式交換比率 

当社 三晃証券 

市場株価法 類似会社比較法 簿価純資産倍率法 30.24 ～ 34.76 

 

  ③ 算定の経緯 

当社及び三晃証券は、第三者算定機関である TYC から提出を受けた株式交換比率の算定結果を参

考に、各社の財務状況、業績動向、株価動向等を総合的に勘案の上、慎重に検討し、両社間で交渉・

協議を重ねた結果、2．(1)①に記載の本株式交換比率が妥当であり、各社の株主の利益を損ねるもの

ではないとの判断に至ったため、本株式交換比率により本株式交換を行うことについて、2022年 8 月

25 日に開催された当社及び三晃証券の取締役会の決議に基づき、両社間で本株式交換契約を締結いた

しました。 

 

  ④ 算定機関との関係 

2．(1)②に記載の第三者算定機関である TYCは、当社及び三晃証券の関連当事者には該当せず、本

株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。 

 

 (2) 交換対価として当社の株式を選択した理由 

当社及び三晃証券は、本株式交換の交換対価である当社の普通株式が、東証プライム市場及び名証プ

レミア市場に上場されており、本株式交換後においても、取引機会が確保されていることから、本株式

交換の交換対価として、株式交換完全親会社となる当社の普通株式を選択することが適切であると判断

いたしました。 

 

 (3) 株式交換完全子会社の株主を害さないように留意した事項 

当社及び三晃証券は、当社が、既に三晃証券の発行済株式数の 56.15％（小数点以下第 3 位を四捨五

入）を所有する親会社であることから、本株式交換の公正性及び三晃証券の株主（但し、当社を除く。）

の利益を害なさないように留意いたしました。 

株式交換比率算定の前提となる両社の株式価値の評価については、両社から独立した第三者算定機関

である TYCによる「株式交換比率試算検討報告書」を参考に、三晃証券については、2023 年 3 月期第

1 四半期の財務諸表をもとに、類似会社比較法（簿価純資産倍率法）により算定いたしました。また、

当社につきましても、市場株価法（諸条件を勘案し、評価基準日である 2022 年 8 月 24 日、評価基準

日から遡る１週間、１ヶ月間の終値を出来高で加重平均した値）により算定し客観性を持たせておりま

す。 

 

 (4) 株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額に関する定めの相当性に関する事項 

本株式交換により増加する当社の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第 39 条の規定に従い当社

が別途適当に定める額といたします。かかる取扱いについては、法令及び当社の資本政策に鑑み、相当

であると考えております。 

 

 



3．株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 193 条第 2 号） 

   該当事項はありません。 

 

 

4．計算書類等に関する事項 

(1) 株式交換完全子会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 193 条第 3 号）  

 ① 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

    別紙 2 のとおりです。 

 

 ② 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の

内容 

    該当事項はありません。 

 

 ③ 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要

な影響を与える事象の内容 

    該当事項はありません。 

 

 (2) 株式交換完全親会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 193 条第 4 号） 

 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要

な影響を与える事象の内容 

   該当事項はありません。  

 

 

5．株式交換が効力を生ずる日以後における株式交換完全親会社の債務（会社法第 799 条第 1 項の規定により

株式交換について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。）の履行の見込みに関

する事項（会社法施行規則第 193 条第 5 号） 

   本株式交換に際して、会社法第 799 条第 1 項の規定により異議を述べることのできる債権者はおりませ

んので、該当事項はありません。  

 

 

6．株式交換契約書等備置開始後、効力発生日までに会社法施行規則第 193 条第 1 号から第 5 号に掲げる事項

に変更が生じたときは、変更後の当該事項（会社法施行規則第 193 条第 6 号） 

   変更が生じたときは、適宜、本書類に添付保管することといたします。  

以上  



【別紙 1】 株式交換契約書 

【別紙 2】 三晃証券の最終事業年度に係る計算書類等 

 



別紙１









別紙２
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